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北九州市告示第３号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。 
  令和８年１月９日 

北九州市長 武 内 和 久  
精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の名称の変更 

指定自立支援医療機関

の名称 
指定自立支援医療機関の所在地  変 更 年 月

日  
新  薬 局 銀 ち ゃ ん 本

店  
北九州市小倉北区霧ケ丘三丁目１

３番２３号  
令 和 ８ 年

１ 月 １ 日  
旧  サ ン 薬 局 霧 ヶ 丘

店  
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北九州市告示第４号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第５３条第１項

の規定により、居宅サービス事業者及び介護予防サービス事業者を指定したの

で、同法第７８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により、次のとお

り告示する。 

  令和８年１月９日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０６６

５９０１

９３ 

若戸病院訪問看

護ステーション 

ひびきの 

北九州市若松区

小敷ひびきの一

丁目１０番１号 

医療法人三芳

会 

令和８年１

月１日 

４０６６

６９１２

３１ 

ラーラ訪問看護

ステーション 

北九州市八幡西

区石坂二丁目６

番９－２０１号

パークアベニュ

ー小嶺台 

株式会社ケー

エスジー 

令和８年１

月１日 

４０６７

７９１４

９３ 

訪問看護デージ

ー 

北九州市小倉南

区湯川五丁目５

番７号ル・ヴァ

ンヴェールあべ

山２０２号 

株式会社渡邊

産業 

令和８年１

月１日 

４０６７

７９１５

０１ 

訪問看護ステー

ションなのはな 

北九州市小倉南

区朽網西一丁目

１３番２２号 

合同会社ＳＴ

Ｂ 

令和８年１

月１日 

２ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

２０２５

２０ 

リハビリデイサ

ービスＡＬＷＡ

ＹＳ若松 

北九州市若松区

片山一丁目４番

１１号 

ティー．ティ 

ーコーポレー 

ション株式会

社 

令和８年１

月１日 

３ 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定年月日 

４０７０

４０６５

０１ 

よりそう 北九州市小倉北

区黒住町２２番

１－２号Ｂ号室 

一般社団法人

よりそう 

令和８年１

月１日 

４ 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事 業 者 の 名

称 

指 定 年 月

日 
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４０７０

４０６５

１９ 

よりそう 北九州市小倉北

区黒住町２２番

１－２号Ｂ号室 

一般社団法人

よりそう 

令和８年１

月１日 

 

4



北九州市告示第５号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項、第８２条第２項及

び第１１５条の５第２項の規定により、指定居宅サービス事業者、指定居宅介

護支援事業者及び指定介護予防サービス事業者から廃止の届出があったので、

同法第７８条第２号、第８５条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定によ

り、次のとおり告示する。 

  令和８年１月９日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 訪問介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

４０３１

１０ 

ヘルパーステー

ションＲＩＣＯ 

北九州市小倉北

区上到津二丁目

７番２９号第２

波多野ハイツ１

０１号 

ＲＩＣＯ企画

株式会社 

令和７年１ 

２月 ３ １ 日 

４０７０

６０１４

５７ 

グリーンヒルズ

北九州 ヘルパ

ーセンター 

北九州市八幡東

区清田二丁目１

２番３７号 

吉村興産株式

会社 

令和７年１ 

２月 ３ １ 日 

２ 訪問看護及び介護予防訪問看護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０６７

７９０７

９２ 

訪問看護ステー

ション けあら

んど 

北九州市小倉南

区下城野一丁目

８番１号 

株式会社Ｃａ 

ｒｅ Ｌａｎ

ｄ 

令和７年１ 

２月 ３ １ 日 

３ 通所介護 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

２０２１

５７ 

リハビリデイサ

ービス ＡＬＷ

ＡＹＳ若松 

北九州市若松区

片山一丁目４番

１１号 

株式会社ヒュ 

ーマネクス 

令和７年１ 

２月 ３ １ 日 

４ 居宅介護支援 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 廃止年月日 

４０７０

５０４５

２９ 

九州ライフケア

ケアプランセン

ター 

北九州市小倉南

区中曽根新町３

番５号 

有限会社九州

ライフケア 

令和７年１ 

２月 ３ １ 日 

４０７０

５０６０

９４ 

桜十字ケアプラ

ンセンター北九

州 

北九州市小倉南

区田原三丁目１

番１６号 

株式会社桜十

字 

令和７年１ 

２月 ３ １ 日 
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北九州市公告第９号 

 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 

  令和８年１月９日 

北九州市長 武 内 和 久  

１ 売り払う物件 

  別表のとおり 

２ 契約条項を示す場所及び期間 

（１） 場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市保健福祉局健康医療部地域医療課 

（２） 期間 

  この公告の日から令和８年２月２７日まで（日曜日、土曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「日

曜日等」という。）を除く。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分

まで 

３ 入札の要領及び参加申請書を交付する場所及び期間 

（１）  場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市保健福祉局健康医療部地域医療課 

（２）  期間 

  この公告の日から令和８年２月６日まで（日曜日等を除く。）の毎日午

前８時３０分から午後５時１５分まで 

４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間 

（１） 場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市保健福祉局健康医療部地域医療課 

（２） 期間 

令和８年１月３０日から同年２月６日まで（日曜日等を除く。）の毎日

午前９時から午後５時まで 

５ 入札及び開札の日時及び場所 

（１） 入札日時 

  別表のとおり 

（２） 開札日時 
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入札締切り後直ちに行う。 

（３）  入札及び開札の場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市役所本庁舎地下２階第２入札室 

６ 入札に参加することができる者の資格 

次の各号のいずれにも該当しないこと。 

（１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、下記の事実があった後２年を

経過していない者 

ア 入札を取り消されたことがある者 

イ 落札者として資格を取り消されたことがある者  

ウ 先着順売払いの申込みを取り消されたことがある者 

エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者 

（２） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）のほか、次に掲げる者 

  ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し

ようとする者 

  イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 

  ウ 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質

的に関与している者 

エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって暴力団を利用している者 

オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等

直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

キ 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用している者 

ク アからキまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 

７ 入札保証金 

 （１） １物件につき入札金額の１００分の１０以上 

 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。 

８ 入札の無効 

  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札及び入札に関する条件に
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違反した入札は、無効とする。 

９ 入札の中止 

 特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、市は、補償の責めを負わない。 

１０ 先着順売払いについて 

 売払い物件について入札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないと

きは、先着順により申込みを受け付け、資格審査の上、売り払う。 

（１）  受付及び申請書を交付する場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市保健福祉局健康医療部地域医療課 

（２）  受付期間 

  令和８年４月２５日から同年６月２８日まで（日曜日等を除く。）の毎 

 日午前９時から午後５時まで 

（３）  買受資格 

  入札に参加することができる者の資格と同じ 

１１ 入札等に係る問合せ先 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市保健福祉局健康医療部地域医療課 

  電話 ０９３－５８２－２６７８ 

別表 

番

号 
所 在 地 

公簿 

地目 

実測面積 

（㎡） 

最低売却価

格（円） 
入 札 日 時 

１ 若松区赤島町

７番３ 

宅地 277.50 5,855,250 令和８年２月２７

日（金）午後２時 

２ 若松区修多羅

三丁目６８５

番１５ 

宅地 1,153.22 1,960,474 令和８年２月２７

日（金）午後２時３

０分 
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北九州市公告第１０号 
 市有財産を一般競争入札により売り払うので、北九州市契約規則（昭和３９

年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項の規定に

より、次のとおり公告する。 
  令和８年１月９日 
                    北九州市長 武 内 和 久   
１ 売り払う物件 
 （１） 所在地 北九州市小倉北区西港町１００番６ 
 （２） 公募地目 雑種地 
 （３） 面積 １ , ００３．１５㎡ 
 （４） 最低売却価格 ４７，６４９，６２５円 
２ 契約条項を示す場所及び期間 
 （１） 場所 
   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局港営課 
 （２） 期間 
   この公告の日から令和８年１月２３日まで（日曜日、土曜日及び国民の 
  祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「 
  日曜日等」という。）を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで 
３ 入札の要領及び参加申請書の交付方法及び期間 
 （１） 交付方法 
   北九州港のホームページ（ https://kitaqport.jp ）からダウンロードする 

方法又は北九州市港湾空港局港営課にて交付する。 
 （２） 交付期間 

  この公告の日から令和８年１月２３日まで（日曜日等を除く。）の毎日

午前９時から午後５時まで 
４ 入札の参加申請を受け付ける場所及び期間 

（１） 場所 
   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局港営課 
 （２） 期間 
   この公告の日から令和８年１月２３日まで（日曜日等を除く。）の毎日

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）  
５ 入札及び開札の日時及び場所 
 （１） 入札日時 
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   令和８年２月１３日（金） 午前１０時 
 （２） 開札日時 
   入札締切り後直ちに行う。 
 （３） 入札及び開札の場所 

北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局庁舎二階 第一会議室 
６ 入札に参加することができる者の資格 
  次に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 
 （１） 北九州市が行う市有地売払いに関し、次の事実があった後２年を経

過していない者 
ア 入札を取り消されたことがある者 
イ 落札者として資格を取り消されたことがある者 
ウ 先着順売払いの申込みを取り消されたことがある者 
エ 正当な理由がなく契約を締結せず、又は履行しなかった者 

（２） 入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得 
ない者 

 （３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 
７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴 
力団」という。）のほか、次に掲げる者 
ア 入札に係る物件を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供し 
 ようとする者 
イ 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又 
 は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者 
ウ 法人でその役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質 

的に関与している者 
  エ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 
   を加える目的をもって暴力団を利用している者 
  オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等 
   直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 
  カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
  キ 暴力団又は暴力団員であると知りながらこれを不当に利用している者 
  ク アからキまでに掲げる者の依頼を受けて入札に参加しようとする者 
７ 入札保証金 
 （１） ５万円とする。 
 （２） 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は、市に帰属する。 
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８ 入札の無効 
  契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札及び入札に関する条件に 
 違反した入札は無効とする。 
９ 入札の中止 
  特別の事情がある場合は、入札を中止し、延期し、又は取り消すことがあ

る。この場合において、入札者及び入札に加わろうとする者が損失を受けて

も、北九州市は、補償の責めを負わない。 
１０ 先着順売払いについて 
  売払い物件について入札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないと

きは、先着順により申請を受け付け売り払う。 
 （１） 受付及び申請書を交付する場所 
   北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
   北九州市港湾空港局港営課 
 （２） 受付期間 
   令和８年２月２０日から令和８年３月６日まで（日曜日等を除く。）  

の毎日午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。）  
 （３） 買受資格 
   入札に参加することができる者の資格と同じ。 
１１ 入札に係る問合せ先 
  北九州市門司区西海岸一丁目２番７号 
  北九州市港湾空港局港営課 
  電話 ０９３－３２１－５９８８ 
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北九州市公告第１２号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を実施し、地籍調

査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号。以下「準則」という。）第３

０条第４項の規定に基づき筆界案を作成したので、次のとおり公告する。 

  令和８年１月９日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 筆界案を作成した土地の所在及び地番 

  北九州市小倉南区下吉田三丁目１９４６番３０ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市整備局総務用地部総務課（地籍係） 

３ 筆界案を確認することができる者 

  当該土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

  北九州市 

５ 意見の申出 

  令和８年１月９日から同月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日

午前９時から午後５時までの間、市長に対して意見を申し出ることができる

。 

  なお、この期間内に当該筆界案を確認することができる者から意見の申出

がないときは、準則第３０条第４項の規定により筆界の調査を行う。 
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北九州市公告第１３号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査を実施し、地籍調

査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号。以下「準則」という。）第３

０条第５項の規定に基づき筆界案を作成したので、次のとおり公告する。 

  令和８年１月９日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 筆界案を作成した土地の所在及び地番 

  北九州市小倉南区中吉田一丁目１４番７ 

北九州市小倉南区中吉田一丁目１４番２１ 

北九州市小倉南区中吉田一丁目１４番２４ 

北九州市小倉南区中吉田一丁目１５番１２ 

北九州市小倉南区下吉田三丁目１９０４番６４ 

２ 筆界案を確認することができる場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市整備局総務用地部総務課（地籍係） 

３ 筆界案を確認することができる者 

  当該土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人 

４ 筆界案の作成者 

  北九州市 

５ 意見の申出 

  令和８年１月９日から同月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日

午前９時から午後５時までの間、市長に対して意見を申し出ることができる

。 

  なお、この期間内に当該筆界案を確認することができる者から意見の申出

がないときは、準則第３０条第５項の規定により筆界の調査を行う。 
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北九州市公告第１４号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査の結果に基づいて

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告し、当該

地図及び簿冊を次のとおり一般の閲覧に供する。 

  令和８年１月９日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 地図及び簿冊の名称 

( １ )  北九州市小倉南区下吉田三丁目、下吉田四丁目及び大字吉田の各一 

部の地図及び簿冊 

( ２ )  北九州市八幡西区本城東二丁目、本城東三丁目及び力丸町の各一部 

の地図及び簿冊 

２ 地図は令和６年度中に測量して作成し、簿冊は令和７年３月３１日現在の 

状況により調査して作成したものである。 

３ 閲覧期間 

 令和８年１月９日から同月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日

午前９時３０分から午後４時００分まで 

４ 閲覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市都市整備局総務用地部総務課地籍係 

５ 訂正の申出 

  地図及び簿冊に測量又は調査上の誤り等があると認める者は、閲覧期間内 

 に、市長に対して、訂正を申し出ることができる。 

誤り等の訂正の申出をするときは、その旨を記載した書面を提出すること 

 。 

  誤り等の訂正の申出書の用紙は、閲覧場所に備えている。 
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北九州市交通局公告第１号 

  一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規

程（平成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州

市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則

第７８号）第５条第１項の規定により読み替えて適用する北九州市契約規則（

昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第４条第１項

の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年１月９日 

                             北九州市交通局長 白 石 基 

１ 調達内容 

  （１） 購入品目及び予定数量 

   軽油 １０万４，０００リットル 

  （２） 購入物品の特質等 仕様書で定めるとおり 

  （３） 履行期間 令和８年３月１日から同月３１日まで 

  （４） 納入場所 北九州市交通局若松営業所及び向田営業所 

（５） 最初の契約に係る入札公告日 令和７年２月１０日 

（６） 入札方法 単位当たりの価格により行う。価格は軽油引取税を含む

ものとし、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免

税事業者であるかを問わず、見積もった金額から軽油引取税を除いた金額

の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

次の各号のいずれにも該当する者であること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。  

  （２） 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等

に関する規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において

準用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名

簿（以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

（３） 北九州市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

    この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載

されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３
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－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和８年

２月１０日までに競争入札参加資格申請を行わなければならない。 

４ 入札手続等 

 （１） 契約条項を示す場所及び期間 

    ア 場所 北九州市若松区東小石町３番１号 

       北九州市交通局総務経営課  

    イ 期間  この公告の日から令和８年２月２０日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後４時３０分まで並びに同月２４日の午前９時から午前１１時３０

分まで及び午後１時から午後２時まで 

（２） 入札説明書及び仕様書の交付方法  前号アの場所において無償で交

付する。 

（３） 入札説明会の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

          北九州市交通局４２会議室 

    イ  日時 令和８年２月１３日午後２時   

（４） 競争参加の申出書の提出  この公告に係る一般競争入札に参加を希

望する者は、令和８年２月１０日までに競争参加の申出書を北九州市交通

局総務経営課に提出しなければならない。 

（５） 郵送による場合の入札書の受領期限  第１号アの場所に書留郵便に

より、令和８年２月２０日午後５時までに必着のこと。 

（６） 入札及び開札の場所及び日時 

    ア 場所  北九州市若松区東小石町３番１号 

              北九州市交通局４２会議室 

   イ 日時 令和８年２月２４日午後２時 

５ その他 

（１） 契約手続において使用する言語及び通貨 

  ア  言語 日本語 

    イ  通貨  日本国通貨 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

    ア 入札保証金  入札価格に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、北九州市交通局契約規程（昭和３９年北九州市交通局管理規

程第５号。以下「契約規程」という。）において準用する契約規則第５

条第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
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  イ 契約保証金 契約金額に予定数量を乗じて得た額の１００分の５以上

。ただし、契約規程において準用する契約規則第２５条第７項第１号又

は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 

（３） 入札の無効 

      次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

    ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 

    イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

    ウ 契約規程において準用する契約規則第１２条各号のいずれかに該当す

る入札 

（４） 落札者の決定方法 契約規程において準用する契約規則第１３条第

１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て入札を行った者を落札者とする。 

（５） 契約書作成の要否 要 

（６） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在

地等 

     北九州市交通局総務経営課 

     〒８０８－００１７ 北九州市若松区東小石町３番１号 

      電話 ０９３－７７１－８４０１ 

６ Summary 

（１） Product and Quantity  

   Gas Oil 

   Forecasted Quantity: 

   104,000ℓ   

（２） Deadline of Tender(by hand) 

   2:00p.m., February 24, 2026 

（３） Deadline of Tender(by mail) 

   5:00p.m., February 20, 2026 

（４） For further information, please contact: 

General Affairs and Management Division, Transportation Bureau, 

City of Kitakyushu, 

3-1 Higashikoishimachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu-city 808-0017 

Japan TEL 093-771-8401 
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北九州市交通局公告第２号 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市交通局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平

成７年北九州市交通局管理規程第５号）第２条において準用する北九州市物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８

号）第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

   令和８年１月９日 

                             北九州市交通局長 白 石 基   

１ 物品等の名称及び予定数量 

  軽油 ９万２，０００リットル 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和７年１２月２３日 

４ 落札者の名称及び住所 

    株式会社新出光九州支店北九州エリア 

北九州市小倉北区紺屋町４番６号 

５ 落札金額 

    １リットル当たりの金額 １００円８０銭 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 一般競争入札の公告をした日 

  令和７年１１月１０日 

８ 落札方式 

  最低価格による。 
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